
ニ

三
月
四
日
許
可
ア
リ
タ
リ
同
日

廃
道
路
敷
無
償
譲
与
ノ

義
許
可
申
請
字
川
中

島
耕
地
千
七
百
四
十
四
番
ノ

七
地
先
ヨ

リ
千
七
百
四
十
五
番
ノ
一

地
先
ニ

至
ル

廃
道
路
敷
長
三
十
五
間
ノ

廃
止
許
可
ヲ

申
請
シ

タ
ル

ニ

三
月
四
日
許
可
ア
リ
タ

リ
一

月
十
五
日
廃
通
路
敷
無
償
譲
与
許
可
申
請
字
川
中
島
耕
地
千
七
百
三
十
八

番
ノ

六
地
先
廃
道
路
敷
長
二

十
六
間
ノ

廃
止
許
可
ヲ

申
請
シ

タ
ル

ニ

六
月
十
日

許
可
ア
リ
タ
リ
〔
以
上
新
築
役
場
敷
地
〕
四
月
十
二

日
字
江
川
町
耕
地
区
内
石

橋
修
繕
工

事
五
ケ
所
ノ

修
繕
工

事
ヲ

区
長
松
本
文
次
郎
ニ

請
負
ハ

セ

六
月
二

十

九
日

竣
功
シ

タ
リ
六
月
一

日

本
村
〔
大
師
裏
門
〕
字
川
中
島
用
水
石
橋
外
五
ケ

所
修
繕
工

事
ヲ

松
本
喜
久
蔵
ニ

請
負
ハ

セ

六
月
七
日
竣
功
シ

タ
リ
七
月
十
一

日

本
村
小
学
校
構
内
池
周
囲
修
繕
工

事
ヲ

池
上
鶴
吉
ニ

請
負
ハ

セ

七
月
十
二

日
竣

功
シ

タ
リ
本
件
ニ

於
テ
取
扱
ヒ

タ
ル

文
書
収
受
七
十
件
発
送
六
十
二

件
ナ
リ

一

一

　
社

事

指
定
村
社
八
幡
神
社
ノ

祈
年
祭
例
祭
新
嘗
祭
ニ

ハ

神
饌
帑
帛
料
供
進
使
並
随
員

参
向
シ

其
ノ

他
ノ
村
社
祭
典
ニ

ハ

村
長
或
ハ

主
任
書
記
参
拝
シ

タ
リ

三
月
二

日
東
宮
殿
下
御
渡
欧
ニ

付
海
陸
御
安
全
ノ

祈
願
祭
ヲ

村
社
八
幡
神
社
ニ

於
テ
執
行

九
月
三
日
東
宮
殿
下
御
帰
朝
奉
告
祭
ヲ

村
社
八
幡
神
社
ニ

於
テ
執
行

十
二

月
十
八
日
東
宮
殿
下
摂
政
御
就
任
奉
告
祭
ヲ

村
社
八
幡
神
社
ニ

於
テ
執
行

右
祈
願
祭
ノ

際
ニ

ハ

名
誉
職
員
役
場
吏
員
軍
人
分
会
員
青
年
団
員
等
参
列
シ

タ

リ本
項
ニ

関
シ

取
扱
ヒ

タ
ル

文
書
収
受
十
五
件
発
送
二

件
ナ
リ

一

二

　
土

地

地
目
変
換
二

十
五
件
分
筆
三
十
七
件

合
筆
四
件
免
租
地
成
一

件
有
租
地
成
三
件
荒
地
免
租
継
年
期
願
七
件
土
地
異
動

通
知
書
三
十
七
通
〔
二

百
三
十
五
葉
〕
土
地
登
記
済
通
知
書
十
四
通
〔
二

八
七

葉
〕
其
他
雑
件
三
十
四
件
収
受
百
七
十
二

件
ニ

シ

テ
発
送
八
十
七
件
ナ

リ

一

三
　
収

税

諸
税
負
担
額
ノ

膨
脹
ニ

伴
ヒ

滞
納
者
ノ

増
加
ス

ル

ハ

免
レ

難
キ
現
象
ナ
リ
ト
雖

モ

一

ハ

納
税
観
念
ノ

乏
シ

キ
ニ

基
因
ス

ル

ハ

言
ヲ

俟
タ
ス

甚
遺
憾
ト
ス

ル

所
ナ

リ大
正
十
年
中
納
額
告
知
書
発
シ

タ
ル

モ

ノ

〔
国
税
〕
五
千
六
百
九
十
三
件
徴
税

伝
令
書
発
付
シ

タ
ル

モ

ノ

〔
県
税
〕
五
千
六
百
六
十
四
件
徴
税
令
書
発
付
シ

タ

ル

モ

ノ

〔
村
税
〕
五
千
七
百
五
十
二

件
督
促
令
状
ヲ

発
シ

タ
ル

モ

ノ

百
九
十
五

件
滞
納
処
分
ヲ

ナ
シ

タ
ル

モ

ノ
一

五
二

件
ナ
リ
此
外
県
税
営
業
者
ヨ

リ
国
税
ニ

編
入
シ

タ
ル

モ

ノ

十
八
人
県
税
創
業
数
二

百
五
件
同
廃
業
数
九
十
八
件
ニ

シ

テ

本
項
ニ

関
シ

取
扱
ヒ

タ
ル

文
書
ノ

収
受
八

百
件
発
送
二

百
五
十
件
ナ
リ
ト
ス

（「
大
正
十
一

年
他
町
村
予
算
其
他
参
考
書
」
飯
田
助
丸
氏
蔵
）

©神奈川県立公文書館



二

四
七

　
橘
樹
郡
大
綱
村
事
務
報
告

大
正
十
一

年
自
一

月

至
十
二

月

橘
樹
郡
大
綱
村
事
務
報
告

本
年
中
処
理
シ

タ
ル

事
務
ノ

内
庶
務
ニ

於
テ
ハ

畏
ク
モ

不
世
出
ノ

英
資
ヲ

以
テ

最
モ

能
ク

崇
高
偉
大
ナ
ル

建
国
ノ

宏
謨
ヲ

恢
暢
セ

ラ
レ

タ
ル

明
治
大
帝
ノ

拾
年
祭
ヲ

挙
行
シ

奉
リ
県
税
戸
数
割
ハ

各
府
県
ニ

於
テ
当
該
法
規

実
施
ニ

対
ス

ル

可
否
喧
囂
ノ

際
ニ

モ

不
拘
村
会
議
員
及
区
長
諸
君
ノ

後
援
ヲ

得

テ
極
メ

テ
円
満
ニ

賦
課
徴
収
ヲ

了
セ

リ
郡
制
廃
止
ヲ

控
ヘ

テ
郡
会
議
員
ノ

補
欠

選
挙
モ

挙
村
一

致
ノ
形
式
ヲ

以
テ
無
事
結
了
シ

小
学
校
舎
建
築
ハ

本
村
多
年
ノ

懸
案
タ
リ
シ
モ

拒
障
ナ
ク
工

事
ヲ

進
メ
ツ
ヽ

ア
リ
伝
染
病
ハ

不
幸
ニ

シ

テ
腸
チ

フ

ス

蔓
延
ノ

徴
ア
リ
シ

ヲ

以
テ
警
察
側
ト
協
力
シ

テ
之
ガ

予
防
撲
滅
ニ

力
ヲ

致

セ

リ
数
年
ノ

宿
題
ト
シ

テ
会
社
ト

交
渉
ヲ

重
ネ
ツ
ヽ

ア
リ
シ

電
燈
供
給
問
題
ハ

幾
多
ノ

迂
余
曲
折
ヲ

経
テ
遂
ニ

戸
数
六
百
燈
数
一

千
二

百
燦
ト
シ

テ
文
化
ノ

輝

キ
ヲ

見
ル

ニ

至
レ

リ
学
制
発
布
五
十
年
記
念
ヲ

祝
賀
ス

ル

為
メ

各
団
体
連
合
ノ

大
運
動
会
ヲ

開
キ
タ
リ
其
ノ

他
一

般
事
業
モ

亦
世
運
ノ

進
歩
ニ

伴
ヒ

時
務
ノ

分

量
ヲ

増
加
シ

執
務
上
繁
劇
ヲ

加
ヘ

タ
ル

ニ

吏
員
一

同
協
力
シ

テ
互
ニ

分
掌
事
務

以
外
補
助
シ

ツ
ヽ

勤
勉
以
テ
之
ヲ

処
理
シ

タ
リ
而
シ

テ
本
年
中
取
扱
ヒ

タ
ル

文

書
類
数
ハ

戸
籍
並
ニ

兵
事
ヲ

別
ト
シ

テ
収
受
二

千
六
百
七
十
八
件
発
送
ニ

於
テ

七
十
件
ヲ

増
シ

経
由
ニ

於
テ
三
十
二

件
ヲ

減
ス

但
シ

文
書
内
容
ノ

整
理
ニ

依
リ

件
数
ヲ

減
シ

タ
ル

往
復
文
書
等
其
分
量
ヲ

増
加
セ

リ
左
ニ

事
務
ノ

種
類
ニ

就
キ

其
状
況
ヲ

記
ス

一

　

村

会

開
会
セ

シ
コ

ト
四
回
ニ

シ

テ
大
正
十
年
度
本
村
歳
入
出
追
加
予
算
ノ

件
及
大
正

十
一

年
度
本
村
歳
入
出
予
算
并
ニ

之
ニ

関
係
セ

ル

諸
件
ニ

付
一

回
大
正
十
一

年

度
本
村
歳
入
出
追
加
予
算
及
之
ニ

関
係
セ

ル

諸
件
並
ニ

官
有
地
譲
与
申
請
ノ

件

ニ

付
一

回
大
正
十
一

年
度
本
村
歳
入
出
追
加
予
算
ノ

件
並
ニ

之
レ

ニ

関
係
セ

ル

諸
件
及
消
防
組
設
置
区
域
追
加
及
人
員
変
更
ノ

件
及
大
正
十
一

年
度
前
半
期
県

税
戸
数
割
大
綱
村
賦
課
方
法
ノ

件
ニ

付
一

回
大
正
十
一

年
度
后
半
期
県
税
戸
数

割
大
綱
村
賦
課
方
法
ノ

件
及
大
正
十
年
本
村
歳
入
出
決
算
認
定
ノ

件
及
学
務
委

員
補
欠
選
挙
ノ

件
及
本
村
税
賦
課
規
程
中
改
正
ノ

件
及
本
村
財
務
調
査
会
規
程

〔
急
施
案
〕
ノ

件
ニ

付
一

回
而
シ

テ
追
加
予
算
ノ

主
ナ
ル

モ

ノ
ハ

小
学
校
舎
新

築
費
ニ

充
当
ス

ル

費
用
ナ
リ
ト
ス

二
　
選

挙

十
月
十
日
村
会
ニ

於
テ
学
務
委
員
補
欠
選
挙
ヲ

執
行
シ

タ
ル

ニ

竹
生
源
蔵
氏
当

選
セ

リ
十
一

月
十
五
日

郡
会
議
員
補
欠
選
挙
ニ

付
当
選
挙
区
ニ

於
テ
選
挙
ノ

結

果
竹
生
源
蔵
氏
当
選
セ

リ

三
　
吏
員
更
迭

本
村
吏
員
中
更
迭
シ

タ
ル

モ

ノ

ナ
ク

専
ラ

各
員
分
掌
事
務
ニ

依
リ
精
励
セ

シ

ヲ
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以
テ
県
税
戸
数
割
賦
課
方
法
等
非
常
ノ

手
数
ト
研
究
等
ヲ

要
ス

ル

問
題
ア
リ
シ

ニ

不
拘
別
段
ノ

渋
滞
ヲ

見
ス

シ

テ
終
レ

リ
吏
員
ノ

勤
務
状
況
左
表
ノ

如
シ

大
正
十
一

年
役
場
吏
員
勤
務
表

四
　
庶

務

郡
会
議
員
補
欠
選
挙
ニ

付
九
月
十
五
日

現
在
選
挙
人
名
簿
ニ

登
録
セ

ラ
レ

タ
ル

モ

ノ
二

百
二

十
二

名
ニ
シ

テ
十
一

月
十
五
日
選
挙
会
ヲ

開
キ
投
票
ヲ

ナ
シ

タ
ル

モ

ノ

四
十
四
名
満
点
ヲ

以
テ
竹
生
源
蔵
氏
当
選
ス

県
会
議
員
選
挙
人
名
簿
九
月

十
五
日
現
在
登
録
セ

ラ
レ

タ
ル

モ

ノ

三
百
二

十
三
名
大
正
十
一

年
法
律
第
五
十

五
号
府
県
制
中
改
正
法
律
ニ

依
ル

分
四
百
七
十
九
名
衆
議
院
議
員
選
挙
人
名
簿

十
月
一

日
現
在
登
録
セ

ラ
レ

タ
ル

モ

ノ
四
百
十
四
名
本
村
戸
数
ハ

十
二

月
末
日

現
在
七
百
六
十
五
戸
ナ
リ

予
算
編
成
其
ノ

他
打
合
ノ

為
メ
一

月
二

十
日
日

吉
村
役
場
ニ

於
テ
中
部
村
長
会

ヲ

開
キ
飯
田
村
長
出
席
ス

同
月
二

十
一

日
大
綱
城
郷
両
村
組
合
会
ヲ

開
キ
管
理

者
選
挙
ノ

所
飯
田
本
村
長
当
選
セ

リ
四
月
一

日
電
燈
配
給
ノ

件
ニ

付
東
京
電
燈

株
式
会
社
横
浜
支
店
ヨ

リ
森
田
技
師
本
村
役
場
ヘ

出
頭
ア
リ
本
村
内
ヘ

電
燈
配

給
ノ

曙
光
ヲ

見
ル

コ

ト
ヲ

得
爾
来
引
続
キ
会
社
側
ト

交
渉
ヲ

重
ネ
十
一

月
二

十

日
最
後
ノ

協
定
ヲ

ナ
シ

直
ニ

外
線
及
内
部
取
付
ニ

着
手
シ

十
二

月
十
六
日
電
燈

点
火
ノ

祝
賀
会
ヲ

開
キ
村
内
一

般
ニ

文
化
ノ

輝
キ
ヲ

見
ル

ニ

至
レ

リ
四
月
十
九

日
村
会
議
員
及
役
場
吏
員
合
同
県
下
優
良
町
村
事
務
視
察
ノ

為
メ
一

泊
二

日
出

張
セ

リ
五
月
十
六
日
飯
田
村
長
ハ

本
県
ノ

嘱
託
ニ

依
リ
富
山
滋
賀
兵
庫
ノ

三
県

下
ノ

優
良
町
村
其
ノ

他
事
務
視
察
ト
シ

テ
出
発
二

十
五
日
帰
村
セ

リ
六
月
二

日

本
村
役
場
ニ

於
テ
中
部
町
村
税
務
主
任
打
合
会
ヲ

ナ
シ

新
戸
数
割
規
則
ノ

研
究

及
打
合
ヲ

ナ
ス

同
月
五
日

各
区
長
会
議
ヲ

開
キ
戸
数
割
所
得
申
告
ノ

件
ニ

付
打

合
ヲ

ナ
ス

八
月
二

十
二

日
大
綱
消
防
組
第
四
部
新
設
小
頭
任
命
ニ

対
シ

辞
令
伝

達
ス

九
月
十
三
日

本
村
統
計
調
査
委
員
協
議
会
ヲ

開
キ
諸
般
ノ

打
合
ヲ

ナ
ス

九

月
十
四
日
ヨ

リ
農
政
視
察
ノ

為
メ
本
郡
農
会
ノ

嘱
託
ニ

依
リ
宮
城
福
島
地
方
ヘ

出
発
十
八
日
帰
村
セ

リ
十
一

月
三
日
寒
川
村
長
外
村
会
議
員
六
名
ハ

本
村
役
場

事
務
視
察
ト
シ

テ
来
場
セ

ラ
レ

タ
リ

五
　
戸

籍

加
籍
件
除
籍
四
件
異
動
二

五
件
入
寄
留
三
三
件
出
寄
留
一

二

五
件
就
籍
○
件
ニ

©神奈川県立公文書館



シ

テ
本
件
ニ

関
シ

収
受
七
三
件
発
送
三
二

七
件
本
村
人
口
ハ

大
正

十
一

年
末

五
、

四
三
一

人
ニ

シ

テ
内
男
二
、

七
九
〇
人
女
二
、

六
四
一

人
本
年
出
生
一

九

一

人
ノ

内
男
九
四
人
女
九
七
人
死
亡
一

二

〇
人
ノ

内
男
六
四
人
女
五
六
人
死
産

一

九
人
ノ

内
男
一

二

人
女
七
人
前
年
ニ

比
シ

出
生
ニ

於
テ
五
件
ヲ

減
ス

死
亡
ニ

於
テ
ハ

同
数
結
婚
九
三
件
離
婚
七
件
前
年
ニ

比
シ

結
婚
ニ

於
テ
三
件
ヲ

増
ス

離

婚
ニ

於
テ
一

件
ヲ

増
ス

在
監
人
員
男
一

人
ト
ス

六
　
兵

事

本
年
度
壮
丁
者
四
十
二

名
現
役
志
願
者
一

名
前
年
延
期
ノ

者
一

名
ニ

シ

テ
徴
兵

検
査
ヲ

受
ク
ベ

キ
モ

ノ
四
十
四
名
七
月
二

十
日
検
査
施
行
甲
種
合
格
十
二

名
乙

種
合
格
十
一

名
丙
種
十
三
名
丁
種
二

名
甲
種
徴
免
四
名
外
ニ

盲
者
一

名
現
役
志

願
者
ハ

不
合
格
ナ
リ
同
月
二

十
五
日
抽
籤
ノ

結
果
現
役
兵
ニ

徴
集
セ

ラ
ル

ベ

キ

モ

ノ

陸
軍
ニ

八
名
海
軍
ニ

一

名
補
充
兵
役
ニ

編
入
セ

ラ
レ

タ
ル

モ

ノ

十
二

人
ナ

リ
点
呼
召
集
ニ

ア
リ
テ
ハ

海
軍
簡
閲
点
呼
五
月
二

十
七
日
川
崎
町
宮
前
小
学
校

ニ

於
テ
施
行
本
村
ヨ

リ
ノ

参
会
者
二

名
点
呼
執
行
官
ハ

海
軍
中
佐
松
山
為
磨
氏

ナ
リ
陸
軍
ニ

ア
リ
テ
ハ

八
月
十
四
日
本
村
小
学
校
ニ

於
テ
施
行
ア
ル

ヘ

キ
予
定

ナ
リ
シ
モ

七
月
八
日
付
取
止
通
牒
ア
リ
本
年
ニ

限
リ
召
集
セ

ラ
レ

ザ
ル

コ

ト
ヽ

ナ
ル

勤
務
演
習
ノ

為
召
集
セ

ラ
レ

タ
ル

モ

ノ

十
五
名
ニ

シ

テ
七
月
二

十
日
以
后

ハ

点
呼
召
集
同
様
取
止
ノ

通
牒
ニ

接
ス

本
年
四
月
ヨ

リ
馬
籍
法
実
施
ニ

ツ

キ
馬
籍
作
製
ノ

必
要
上
六
月
三
日
篠
原
八
幡

社
境
内
ニ

於
テ
県
農
務
課
技
手
竹
内
喜
作
氏
出
張
ノ
下
□
村
馬
匹
ノ

検
査
ヲ

施

行
セ

リ
同
日
出
場
馬
匹
二

十
七
頭
ヲ

算
ス

更
□
七
月
二

十
九
日
第
一

師
団
地
方

馬
検
査
施
行
手
続
ニ

基
キ
保
土
ケ
谷
町
□
郷
村
及
本
村
ニ

於
ケ
ル

馬
匹
検
査
ヲ

前
記
八
幡
社
境
内
ニ

施
行
セ

リ
当
□
検
査
執
行
官
第
一

師
団
地
方
馬
検
査
官
小

岩
井
直
氏
ニ

シ

テ
出
□
馬
匹
本
村
ノ

分
二

十
九
頭
中
輓
馬
合
格
十
二

頭
他
ハ

不

合
格
ナ
リ

軍
隊
慰
問
四
月
廿
四
日
廿
五
日
ノ

両
日

郡
内
各
町
村
現
役
軍
人
慰
問
ノ

為
メ
三

組
ニ

分
レ

テ
往
訪
ス

ル

コ

ト
ヽ

ナ
ル

本
村
ヨ

リ
ハ

座
間
書
記
第
一

組
ニ

加
ハ

リ

歩
兵
第
一

連
隊
近
衛
野
砲
第
一

連
隊
野
砲
第
一

連
隊
輜
重
兵
第
一

大
隊
近
衛
輜

重
兵
大
隊
工

兵
第
一

大
隊
ノ

各
隊
ヲ

訪
問
セ

リ
軍
人
分
会
長
豊
島
石
蔵
氏
ハ

第

二

組
ニ

加
ハ

リ
近
衛
歩
兵
隊
重
砲
一

連
隊
横
須
賀
海
兵
団
等
ノ

慰
問
ヲ

了
ス

軍
隊
宿
営
ニ

関
シ

テ
ハ

五
月
二

十
二

日
陸
軍
士
官
学
校
輜
重
兵
隊
百
八
名
馬
匹

八
十
二

頭
ハ

教
官
山
下
竧
氏
指
揮
ノ
下
ニ

南
北
綱
島
ノ

大
部
分
ニ

投
宿
セ

リ

六
月
二

十
七
日
中
野
電
信
隊
兵
百
十
八
名
馬
匹
二

十
二

頭
ハ

中
隊
長
大
尉
結
城

朝
久
氏
指
揮
ノ
下
ニ

作
業
実
習
ノ

為
来
村
大
字
菊
名
ノ

大
部
分
及
大
字
大
豆
戸

ノ
一

部
ニ

宿
泊
セ

リ

十
月
二

十
四
日
近
衛
歩
兵
第
一

連
隊
第
一

大
隊
及
同
第
二

連
隊
第
二

大
隊
ノ
一

部
総
員
六
百
〇
五
名
馬
匹
十
頭
ハ

総
指
揮
官
陸
軍
歩
兵
少
佐
河
村
勘
市
氏
引
率

ノ

下
ニ

一

泊
行
軍
ト
シ

テ
大
字
南
北
綱
島
全
部
ニ

分
宿
セ

リ
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九
月
十
四
日
鶴
見
町
総
持
寺
ニ

於
テ
大
正
十
二

年
度
ニ

カ
ヽ

ル

本
村
壮
丁
四
拾

四
名
ニ

対
シ

花
柳
病
及
ト
ラ
ホ

ー
ム

ノ

検
診
ヲ

施
行
ス

ト
ラ
ホ

ー
ム

ニ

於
テ
軽

症
患
者
四
名
擬
似
患
者
二

名
ア
リ
何
レ

モ

治
療
券
ヲ

交
付
シ

直
ニ

治
療
ス

ベ

キ

旨
ノ

注
意
ヲ

ナ
ス

十
二

月
八
日
大
師
河
原
村
役
場
ニ

於
テ
陸
軍
動
員
事
務
ニ

関
ス

ル

師
団
司
令
部

ノ

検
閲
ヲ

受
ク
本
年
中
退
営
帰
郷
セ

ル

モ

ノ

陸
軍
ニ

於
テ
十
四
名
海
軍
ニ

於
テ

三
名
ニ

シ

テ
前
年
以
前
ヨ

リ
現
役
ニ

シ

テ
引
続
キ
在
隊
者
陸
軍
十
二

名
海
軍
六

名
十
二

月
末
日
調
在
郷
軍
人
総
数
三
百
五
十
七
名
ニ

シ

テ
内
現
役
三

十
二

人

〔
帰
休
兵
ヲ

含
ム

〕
予
備
役
四
十
一

人
後
備
役
百
〇
五
人
補
充
兵
役
百
七
十
九

人
第
一

国
民
兵
二

十
八
名
其
ノ

外
海
軍
予
備
役
ニ

ア
ル

モ

ノ

六
人
ナ
リ
此
等
陸

海
軍
人
願
届
其
ノ

他
ニ

於
テ
取
扱
ヒ

タ
ル

文
書
類
収
受
ニ

於
テ
二

百
二

十
件
発

送
三
十
三
件
ト
ス

七
　
教

育

本
年
就
学
ノ

告
知
ヲ

ナ
シ

タ
ル

児
童
ノ

数
男
五
九
人

女
五
一

人

計
一

一

〇
人
ニ

シ

テ
不
就

学
者
ナ
シ

本
年
中
卒
業
シ

タ
ル

モ

ノ

尋
常
科
ニ

ア
リ
テ
ハ

男
四
五
人

女
四

九
人

計
九
四
人

高
等
科
ニ

ア
リ
テ
ハ

男
三
〇
人

女

八
人

計
三
八
人
ナ
リ
ト
ス

村
立
実
業
補
習
学
校
ハ

青
年
団
幹
部
ト
気
脈
ヲ

通
シ

就
学
ノ

督
励
ニ

努
メ

前
年

来
ヨ

リ
引
続
キ

優
良
ノ

成
績
ヲ

挙
ケ
ツ
ヽ

ア
リ
現
在
生
徒
数
ハ

第
一

実
業
補
習

学
校
ニ

於
テ
九
十
五
名
第
二

実
業
補
習
学
校
ニ

於
テ
五
十
□
名
ニ

シ

テ
一

月
二

十
一

日
川
島
本
郡
長
ハ

補
習
学
校
視
察
ノ

為
メ

出
張
セ

ラ
レ
一

場
ノ

訓
話
ヲ

生

徒
ニ

与
ヘ

ラ
レ

タ
リ
十
月
五
日

学
制
発
布
五
十
年
紀
念
祝
賀
ノ

為
メ

本
村
年
中

行
事
ノ
一

タ
ル

大
運
動
会
ハ

学
校
側
ト
各
種
団
体
ノ

連
合
運
動
会
ヲ

開
催
シ

従

来
ニ

稀
ナ
ル

盛
況
且
ツ

活
気
ヲ

呈
セ

リ

小
学
校
舎
建
築
ニ

関
シ

テ
ハ

一

月
十
日

学
務
委
員
会
ヲ

開
催
シ

設
計
其
ノ

他
ニ

対
ス

ル

大
体
ノ

方
針
ヲ

立
テ
爾
来
幾
回
ト
ナ
ク

委
員
会
ヲ

開
キ
打
合
ヲ

ナ
シ

遂

ニ

十
一

月
一

日
学
務
委
員
及
関
係
者
立
会
ノ

上
公
入
札
ヲ

ナ
シ

其
結
果
入
札
者

十
二

名
落
札
者
ハ

横
浜
市
神
奈
川
町
酒
川
鶴
吉
氏
ト
決
シ

金
弐
万
三
千
五
百
円

ヲ

以
テ
契
約
ヲ

締
結
シ

直
ニ

工

事
ニ

着
手
シ

十
二

月
二

十
三
日
上
棟
式
ヲ

挙
ク

ル

迄
ノ

運
ビ
ニ

至
レ

リ

教
育
文
庫
、

学
制
発
布
五
十
年
記
念
ト
シ

テ
各
小
学
校
ヘ

文
庫
ヲ

設
置
シ

本
村

ノ
外
一

般
有
志
者
ヨ

リ
金
品
ヲ

募
集
シ

之
レ

ニ

充
テ
目
下
其
ノ

整
理
中
ニ

嘱
セ

リ児
童
成
績
展
覧
会
ハ

十
二

月
九
十
両
日
間
尋
常
大
綱
小
学
校
内
ニ

開
設
シ

尋
常

高
等
大
綱
小
学
校
ニ

於
テ
ハ

二

月
十
一

、

十
二

ノ

両
日
間
成
績
品
展
覧
ヲ

ナ
ス

連
年
其
進
歩
ヲ

見
ル

ノ

喜
ビ

ア
リ

教
員
ノ

異
動
尋
常
高
等
大
綱
小
学
校
ニ

ア

リ
テ
ハ

代
用
教
員
磯
部
義
臣
ハ

本
県

師
範
学
校
第
二

部
ニ

入
学
ノ

為
三
月
三
十
一

日
退
職
セ

リ
四
月
代
用
教
員
ト
シ

テ
福
島
健
赴
任
シ

八
月
退
職
ス

代
用
教
員
下
川
文
三
ハ

五
月
赴
任
ス

九
月
訓
導
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飯
田
ト
ミ
就
職
ス

尋
常
大
綱
小
学
校
ニ

在
リ
テ
ハ

三
月
三
十
一

日
付
訓
導
武
尾

帰
一

ハ

他
ニ

転
校
シ

訓
導
程
木
謙
造
其
後
任
ト
シ

テ
赴
任
シ

七
月
二

十
一

日
付

代
用
教
員
萩
原
文
一

ハ

退
職
シ

欠
員
ノ

儘
本
年
ヲ

終
レ

リ

八
　
衛

生

春
秋
二

期
ノ

清
潔
法
ハ

各
衛
生
組
合
長
ヲ

督
励
シ

テ
最
モ

精
察
ニ

各
部
ニ

分
チ

テ
査
察
ス

伝
染
病
患
者
ト
シ

テ
ハ

腸
チ
ブ
ス

患
者
男
三
人
女
二

人
ノ

内
死
亡
者
男
一

人
女

一

人
ト
ス

而
シ

テ
チ
ブ
ス

発
生
ノ

都
度
発
生
地
付
近
住
民
ニ

対
シ

警
察
官
ト
協

力
シ

テ
綿
密
ナ
ル

清
潔
法
ヲ

施
行
シ

併
セ

テ
予
防
注
射
ヲ

施
行
ス

其
注
射
ヲ

施

行
シ

タ
ル

員
数
男
九
十
二

人
女
九
十
六
人
ナ
リ
チ
ブ
ス

患
者
付
近
ニ

ハ

戸
毎
ニ

健
康
診
断
ヲ

ナ
シ

警
察
医
ノ

派
遺
ヲ

乞
ヒ

警
察
側
ト
協
力
シ

テ
予
防
撲
滅
ニ

従

事
ス

本
年
四
月
種
痘
法
ヲ

椎
橋
伊
東
両
医
師
ヲ

嘱
託
施
行
シ

第
一

期
ニ

テ
男
八
十
六

名
女
七
十
六
名
計
百
六
十
二

名
第
二

期
ニ

テ
男
六
十
五
名
女
六
十
九
名
計
百
三

十
四
名
ニ

施
行
セ

リ
ト
ラ
ホ

ー
ム

予
防
検
診
ニ

関
シ

テ
ハ

定
期
施
行
ニ

ヨ

リ
小

学
校
生
徒
男
六
十
四
人
女
八
十
人
特
殊
業
体
者
ニ

於
テ
男
一

人
女
一

人
工

場
ニ

於
テ
男
三
人
女
十
八
人
壮
丁
男
三
人
合
計
百
四
十
九
人
ノ

患
者
ヲ

発
見
シ

治
療

ノ

結
果
大
体
奏
効
セ

ル

ヲ

認
ム

九
　
勧

業

主
要
穀
物
即
チ
主
産
物
タ
ル

米
ニ

於
テ
ハ

其
品
種
純
正
ヲ

期
シ

且
ツ

乾
燥
調
製

等
ヲ

良
好
ナ
ラ
シ

ム

ル

目
的
ヲ

以
テ
本
郡
ニ

於
テ
ハ

俵
米
品
評
会
ヲ

大
正
十
一

年
十
二

月
十
二

日
ヨ

リ
同
十
六
日

迄
ノ
五
日

間
本
郡
中
原
村
安
藤
工

場
ニ

於
テ

開
催
シ

タ
ル

モ

本
村
ノ

出
品
点
数
五
点
ニ

シ

テ
受
賞
者
左
ノ

如
シ

一

等
賞
田
中
又
四
郎
〔
篠
原
〕　
二

等
賞
加
藤
久
蔵
〔
大
豆
戸
〕　
三
等
賞
加

藤
定
吉
、

小
泉
喜
一

、

加
藤
富
吉
〔
大
豆
戸
〕

本
年
十
一

月
十
七
日
ヨ

リ
三
日
間
南
綱
島
ニ

於
テ
犁
耕
伝
習
会
ヲ

開
催
ス

本
郡

ヨ

リ
伝
習
技
術
員
ヲ

派
出
セ

ラ
レ

伝
習
者
十
六
名
ヲ

伝
タ
リ

本
年
麦
酒
麦
共
同
販
売
ニ

関
シ

テ
ハ

昨
年
来
ヨ

リ
一

般
麦
相
場
ノ

下
落
ニ

鑒
ミ

生
産
者
ノ

作
付
減
少
シ

麦
酒
麦
ノ

如
キ
モ

生
産
者
僅
ニ

四
名
ニ

シ

テ
麒
麟
麦
酒

株
式
会
社
ニ

渡
シ

タ
ル

数
量
七
石
五

斗
此
代
金
七
拾
七
円
七
拾
銭

本
年
播
キ
残
葱
頭
種
売
払
方
ヲ

申
込
ム

モ

ノ

ア
リ
各
地
方
農
会
ヘ

斡
旋
シ

タ
ル

ニ

左
記
農
会
ヨ

リ
希
望
申
出
タ
ル

ニ

付
一

升
ノ

価
七
円
ニ

テ
鎌
倉
郡
中
郡
高
座

郡
埼
玉
県
地
方
ヘ

売
渡
シ

タ
ル

数
量
一

斗
八
合
此
代
金
七
拾
五
円
六
十
銭
ナ
リ

稲
螟
虫
駆
除
ニ

就
テ
ハ

苗
代
期
ニ

於
テ
病
虫
害
予
防
委
員
ハ

小
学
校
職
員
及
農

会
役
員
ト
協
力
シ

テ
生
徒
及
一

般
農
家
ヲ

シ

テ
卵
蛾
ヲ

採
捕
セ

シ

メ

タ
ル

ニ

採

卵
四

万
二

千
〇
〇
二

塊
捕
蛾
一

万
六
千
三
百
四
十
九
個
ニ

シ

テ
昨
年
ニ

比
シ

卵

ニ

於
テ
一

万
九
千
九
百
五
十
五
塊
ヲ

増
シ

蛾
ニ

於
テ
八
百
九
十
二

個
ヲ

増
ス

大
正
十
年
三
月
末
日
菜
園
基
本
調
査
ニ

於
テ
ハ

全
菜
園
反
別
二

十
五
町
九
反
九
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歩
ナ

リ
シ
モ

其
后
廃
止
セ

ル

モ

ノ

六
町
一

反
ア
リ
大
正
十
一

年
十
月
末
ニ

於
テ

現
在
菜
園
十
九
町
八
反
九
歩
ト
ナ
レ

リ

一

〇
　
土

木

尋
常
高
等
大
綱
小
学
校
舎
建
築
ニ

伴
フ

諸
般
ノ

設
置
ヲ

ナ
ス

一

一

　
社

寺

社
寺
境
内
枯
損
木
伐
採
ニ

関
シ

四
件
神
社
財
産
登
録
抹
消
申
請
一

件
寺
院
土
地

無
償
交
換
一

件
村
社
氏
子
総
代
改
選
ノ

件
一

、

住
職
届
一

、

兼
務
住
職
届
一

、

檀
家
総
代
改
選
届
一

件
ナ
リ
ト
ス

一

二

　
土

地

土
地
ニ

関
シ

テ
ハ

売
買
ニ

於
テ
八
百
十
四
筆
道
路
成
百
四
拾
二

筆
田
一

反
四
畝

弐
拾
六
歩
畑
一

畝
十
九
歩
開
墾
成
功
二

十
五
筆
畑
弐
町
七
反
三
畝
十
九
歩
山
ヨ

リ
畑
ニ

入
ル

モ

ノ

ナ
リ
分
筆
五
十
三
筆
合
筆
三
十
四
筆
地
目
変
換
十
四
筆
二

千

三
百
三
十
五
坪
九
合
弐
夕
畑
ヨ

リ
宅
地
成
ノ
モ

ノ

四
百
九
十
二

坪
二

合
五
夕
田

ヨ

リ
宅
地
成
ノ
モ

ノ

同
地
目
変
換
十
五
筆
三
反
六
畝
二

十
九
歩
田
ヨ

リ
畑
ニ

成

ル

九
畝
二

十
九
歩
宅
地
ヨ

リ
畑
ニ

成
ル

四
十
四
坪
五
合
九
夕
山
林
原
野
ヨ

リ
宅

地
ト
成
ル

モ

ノ

地
類
変
換
十
一

筆
弐
反
七
畝
十
四
歩
畑
ヨ

リ
山
ニ

成
ル

モ

ノ

壱

町
五
反
六
畝
廿
四
歩
田
ヨ

リ
原
野
ニ

成
ル

モ

ノ

等
ニ

シ

テ
合
計
千
百
六
件
ト
ス

一

三
　
収

税

国
税
十
年
完
納
ノ

件
一

月
十
日
郡
役
所
ニ

於
ケ
ル

町
村
長
会
ノ

席
上
神
奈
川
税

務
署
長
ヨ

リ
本
村
ガ
既
往
拾
ケ
年
間
国
税
完
納
ノ

成
績
ニ

対
シ

税
務
監
督
局
ヨ

リ
ノ

表
彰
状
ヲ

交
付
セ

ラ
レ

タ
リ

諸
税
共
前
年
ニ

比
シ

物
価
動
揺
財
界
変
動
ノ

影
響
ヲ

受
ケ
県
村
税
ニ

対
シ

延
納

ス

ル

モ

ノ

漸
次
増
加
ス

ル

モ

主
任
者
ヲ

シ

テ
二

十
数
回
出
張
徴
収
ヲ

行
ヒ

タ
ル

結
果
漸
次
減
少
ノ

状
況
ナ
ル

モ

国
税
ニ

於
テ
一

年
ヲ

通
シ

テ
滞
納
報
告
ヲ

ナ
シ

タ
ル

モ

ノ

四
人
ア
ル

モ

之
等
ハ

皆
他
町
村
住
民
ナ
リ

県
税
ニ

於
テ
前
期
后
期
ヲ

通
シ

テ
滞
納
報
告
ヲ

ナ
シ

タ
ル

モ

ノ

五
十
二

人
村
税

ニ

於
テ
滞
納
処
分
執
行
ヲ

嘱
託
シ

タ
ル

モ

ノ

三
件
何
レ

モ

他
町
村
住
民
ナ
リ
本

村
住
民
ニ

シ

テ
吏
員
派
遣
督
促
ヲ

ナ
シ

タ
ル

モ

ノ

百
六
十
五
人
徴
税
伝
令
書
ヲ

発
シ

タ
ル

数
国
税
ニ

於
テ
六
千
九
十
四
件
県
税
八
千
百
九
件
村
税
八
千
百
九
件

諸
収
入
ニ

於
テ
四
百
四
十
五
件
本
項
ニ

関
シ

取
扱
ヒ

タ
ル

文
書
ノ

数
収
受
ニ

於

テ
六
百
五
十
三
件
前
年
ニ

比
シ

四
百
十
三
件
増
発
送
百
四
十
一

件
前
年
ニ

比
シ

二

十
件
増
ナ
リ

一

四
　
会

計

一

　
国
税
収
入
高
金
壱
万
三
千
十
七
円
八
十
銭

　
納
付
金
額

一

　

県
税
収
入
高
金
弐
万
四
千
百
七
十
六
円
八
十
銭

　
納
付
金
額

一

　
村
税
収
入
高
金
四
万
六
千
二

百
九
円
三
十
四
銭

一

　
交
付
金
三
百
六
十
七
円
七
十
二

銭
　
〔
四
月
以
降
交
付
金
十
一

年
度
収
入

ト
ス

〕
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一

　

教
員
恩
給
基
金
七
十
六
円
八
十
七
銭

一

　
支
払
高
金
三
万
六
千
四
百
六
十
三
円
九
十
一

銭

一

五
　
財

産

大
正
十
年
度
基
本
財
産
ト
シ

テ
編
入
ヲ

ナ
シ

タ
ル

金
高
千
七
十
七
円
五
十
銭
ニ

シ

テ
合
計
金
三
千
七
百
八
十
九
円
三
十
七
銭
其
ノ

内
小
学
校
建
築
ノ

為
メ
ニ

郡

長
ノ

許
可
ヲ

得
テ
繰
入
ヲ

ナ
シ

タ
ル

モ

ノ

金
二

千
七
百
円
十
二

月
末
現
在
金

一

千
〇
八
十
七
円
三
十
七
銭
ナ
リ

右
町
村
制
第
百
十
三
条
ニ

依
リ
及
報
告
候
也

大
正
十
二

年
二

月
二

十
七
日
提
出

橘
樹
郡
大
綱
村
長
　
飯
田
助
夫

大

正

十

一

年

末

物

件

現

在

表

大

綱

村

役

場

十
一

年
度
中
ニ

自
転
車
百
二

十
一

輛
増

貨
物
運
搬
用
自
転
車
六

小
牛
車
二

十
一

オ

ト
バ

イ
一

増
加
ス

（「
関
議
会
書
類
」（
大
正
一

二

年
）
飯
田
助
丸
氏
蔵
）

©神奈川県立公文書館



二

四
八

　
橘
樹
郡
町
村
長
会
に

お

け
る
町
村
行
政
事
務
関

係
指
示
事
項

指
示
事
項
〔
大
正
十
二

年
四
月
十
三
日
町
村
長
会
〕

町
村
役
場
事
務
整
理
ニ

関
ス

ル

件

町
村
役
場
事
務
ハ

日
ニ

月
ニ

其
ノ

件
数
ヲ

増
加
シ

益
複
雑
ト
ナ
ル

ハ

時
勢
ノ

進

展
ト
共
ニ

止
ム

ヲ

得
サ
ル

モ

ノ

ト
ス

而
テ
此
ノ

複
雑
繁
多
ナ
ル

事
務
ヲ

正
確
敏

速
ニ

処
理
ス

ル

ハ

各
位
ノ

努
力
ニ

依
ル

ハ

勿
論
良
ク
吏
員
ヲ

シ

テ
常
ニ

担
当
事

務
ノ

研
究
ヲ

ナ
シ

且
ツ

其
ノ

機
会
ヲ

与
ヘ

専
心
町
村
ノ

為
執
務
方
督
励
セ

ラ
レ

且
優
遇
ノ

途
ヲ

講
セ

ラ
ル

ヽ

等
常
ニ

留
意
セ

ラ
レ

ン

コ

ト
ヲ

望
ム

県
ハ

本
年
七
、

八
月
ノ
時
期
ニ

於
テ
本
郡
各
町
村
役
場
事
務
ノ

集
合
検
閲
ヲ

施

行
セ

ラ
レ

ン

ト
ス

各
位
ハ

此
際
各
担
任
者
ノ

事
務
ヲ

精
査
シ

苟
モ

不
適
法
ノ

措

置
ナ
カ
ラ
シ

ム

ル

様
整
理
ヲ

望
ム

町
村
予
算
決
算
ニ

関
ス

ル

件

大
正
十
年
度
決
算
並
大
正
十
二

年
度
予
算
ハ

目
下
調
査
集
計
中
ニ

属
ス

ル

モ

逐

年
経
費
ノ

膨
脹
ヲ

来
シ

其
ノ

負
担
漸
次
増
加
シ

ツ
ヽ

ア
リ
各
位
ハ

町
村
ノ

発
展

ト
公
益
事
業
ノ

計
画
ニ

積
極
的
ノ

増
進
ヲ

計
ル

ト
共
ニ

消
費
ノ

節
約
ニ

事
業
ノ

整
理
ニ

経
費
ノ

軽
減
ヲ

計
リ
町
村
民
ノ

負
担
軽
減
ニ

留
意
セ

ラ
ル

ベ

ク

猶
大
正

十
一

年
度
決
算
ニ

付
テ
ハ

出
納
閉
鎖
切
迫
ノ

時
ニ

当
リ
適
法
ナ
ル

収
支
ヲ

完
了

セ

シ

ム

ル

様
留
意
ヲ

望
ム

公
営
造
物
維
持
保
存
ニ

関
ス

ル

件

学
校
舎
役
場
其
ノ

他
町
村
営
造
物
器
具
器
械
等
維
持
保
存
ニ

関
シ

テ
ハ

常
ニ

深

甚
ノ

注
意
ヲ

払
ハ

レ

ツ
ヽ

ア
リ
ト
雖
小
破
ヲ

等
閑
ニ

付
シ

為
ニ

意
外
ノ

損
失
ヲ

来
シ

タ
ル

類
例
他
ニ

少
ナ
カ
ラ
ス

各
位
ハ

常
ニ

細
微
ノ

破
損
ニ

留
意
シ

維
持
保

存
ノ

完
備
ニ

努
メ
ラ
ル

ヘ

シ

報
告
書
類
等
期
限
励
行
ニ

関
ス

ル

件

定
期
報
告
其
ノ

他
期
限
ア
ル

回
答
類
ハ

期
限
ヲ

愆
ラ
サ
ル

様
処
理
セ

ラ
レ

ン

コ

ト
ヲ

望
ム

徴
税
事
務
ニ

関
ス

ル

件

県
税
及
町
村
税
成
績
ノ

良
否
ハ

県
、

町
、

村
万
般
ノ

施
設
経
営
上
ニ

至
大
ノ

関

係
ヲ

有
ス

ル

ヲ

以
テ
納
期
内
完
納
滞
納
整
理
ニ

関
シ

テ
ハ

常
ニ

苦
慮
セ

ラ
ル

ヽ

処
ナ
ル

モ

未
タ
充
分
ノ

実
績
ヲ

挙
ク
ル

ニ

至
ラ
サ
ル

ハ

誠
ニ

遺
憾
ト
ス

ル

所
ナ

リ
畢
竟
滞
納
ノ

原
因
ハ

逐
年
納
税
義
務
者
ノ

負
担
増
加
セ

ル

ト
財
界
不
況
ト
ハ

其
一

因
タ
ル

ヘ

キ
モ

概
シ

テ
納
税
義
務
者
カ

其
ノ

義
務
ヲ

忽
緒
ニ

付
ス

ル

ニ

職

由
セ

ス

ン

ハ

ア
ラ
ス

是
レ

カ

矯
弊
ニ

関
シ

テ
ハ

納
税
組
合
或
ハ

伍
人
組
合
等
ヲ

組
織
シ

又
ハ

青
年
会
、

在
郷
軍
人
会
等
ニ

於
ケ
ル

講
習
、

講
話
ノ

機
ヲ

善
用
シ

納
税
観
念
ヲ

鼓
吹
ス

ル

等
主
ト
シ

テ
当
局
者
ノ

懇
切
ナ
ル

指
導
其
ノ

宜
シ

キ
ヲ

得
テ
納
税
ノ

重
ン

ス

ヘ

キ
コ

ト
ヲ

自
覚
シ

以
テ
納
期
内
完
納
ノ

好
成
績
ヲ

挙
ケ
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得
ヘ

キ
モ

ノ

ト
信
ス

格
段
ノ

奮
励
努
力
ア
ラ
ン

コ

ト
ヲ

望
ム

地
租
額
及
倉
庫
坪
数
報
告
ニ

関
ス

ル

件

郡
部
県
税
取
扱
手
続
第
六
条
及
第
七
条
ノ
二
ニ

ヨ

リ
毎
期
賦
課
期
日
現
在
ノ

地

租
額
及
倉
庫
坪
数
ヲ

賦
課
期
日

後
三
日
以
内
ニ

報
告
セ

ラ
ル

ヘ

キ

規
程
ナ
ル

ニ

依
リ
其
ノ

期
限
励
行
方
ニ

関
シ

テ
ハ

毎
税
務
主
任
会
議
ノ

節
主
任
者
ニ

対
シ

直

接
注
意
ス

ル

所
ナ
ル

ニ

不
拘
今
ニ

四
月
一

日
現
在
ノ

報
告
ナ
キ

向
ア
リ
調
定
上

洵
ニ

差
支
フ

ル

ヲ

以
テ
爾
今
期
日
内
ニ

報
告
方
留
意
セ

ラ
ル

ヽ

ト
同
時
ニ

未
報

告
ノ

町
村
ハ

直
チ
ニ

報
告
セ

ラ
ル

ヘ

シ

私
法
人
建
物
税
其
ノ

他
課
税
標
準
額
届
ノ

件

客
年
三
月
三
十
一

日
県
令
第
二

十
九
号
ヲ

以
テ
県
税
取
締
規
則
ノ
一

部
ヲ

改
正

セ

ラ
レ

県
税
私
法
人
建
物
税
及
営
業
税
法
第
二

十
一

条
第
二

項
該
当
者
ノ

県
税

課
税
標
準
額
届
書
ハ

本
月
二

十
日
迄
ニ

届
出
ヘ

キ
コ

ト
ヽ

ナ
リ
タ
ル

モ

今
ニ

其

届
出
僅
少
ニ

シ

テ
注
意
方
徹
底
セ

サ
ル

感
ア
リ
又
届
出
ヲ

ナ
ス

モ

資
本
金
額
欄

内
ニ

資
本
金
ト
払
込
済
資
本
金
額
ノ

区
別
ナ
キ
モ

ノ

及
何
等
理
由
ナ
ク
シ

テ
前

年
度
ヨ

リ
賃
貸
価
格
ノ

著
シ

ク
減
少
シ

タ
ル

モ

ノ

等
ニ

テ
符
箋
返
却
ヲ

ナ
ス

モ

ノ

多
キ
ニ

ヨ

リ
之
等
ニ

対
シ

テ
ハ

客
年
四
月
二

十
八
日
付
戌
橘
税
収
第
六
二

七

号
通
牒
ノ

様
式
ニ

依
リ
期
日
迄
ニ

届
出
方
納
税
義
務
者
ニ

篤
ト
注
意
ヲ

望
ム

協

議

案

一

　
町
村
役
場
事
務
研
究
会
創
設
ニ

関
ス

ル

件

（「
指
示
事
項
並
視
察
書
類
」（
大
正
一

二

年
）飯
田
助
丸
氏
蔵
）

二

四
九

　
神
奈
川
県
町
村
長
会
に

お

け
る
地
租
委
譲

農
村

振
興
宣
言
お

よ
び
協
議
事
項

第
四
回
通
常
総
会
　
大
正
十
二

年
四
月
七
日
高
座
郡
藤
沢
町
県
立
湘
南
中
学
校

ニ

於
テ
第
四
回
通
常
総
会
ヲ

開
ク

（
中

略
）

午
後
一

時
議
事
ニ

先
立
チ
左
ノ

宣
言
ヲ

可
決
シ

続
イ
テ
中
央
報
徳
会
講
師
村
田

宇
一

郎
氏
ノ

地
方
自
治
ノ

向
上
ニ

関
ス

ル

有
益
ナ
ル

講
演
ア
リ
午
後
三
時
半
散

会

宣

言

政
府
ハ

農
村
ノ

現
状
ニ

鑑
ミ

此
ノ

際
速
ニ

応
急
的
救
済
ノ

方
策
ヲ

講
ス

ル

ト
共

ニ

大
正
十
三
年
度
ニ

於
テ
地
租
委
譲
問
題
ヲ

決
行
シ

根
本
的
農
村
振
興
ノ

実
ヲ

挙
ク
ヘ

シ

大
正
十
二

年
四
月
七
日

神
奈
川
県
町
村
長
会

四
月
八
日
午
前
十
時
前
日
ニ

引
続
キ
開
会
出
席
者
九
十
八
名
会
員
ヨ

リ
提
出
ノ

議
案
ニ

付
審
議
シ

左
ノ
五
件
ヲ

可
決
シ

タ
リ
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一

　
人
口
二

万
以
上
ノ

町
村
ニ

対
シ

テ
ハ

市
制
ニ

準
シ

町
村
会
ニ

議
長
副
議

長
ヲ

特
置
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
ル

様
其
ノ

筋
ニ

上
申
ス

ル

件
〔
橘
樹
郡
川
崎
町

長
提
出
〕

二

　
穀
物
移
出
検
査
手
数
料
徴
収
事
務
取
扱
ニ

対
シ

町
村
ニ

相
当
交
付
金
ヲ

与
ヘ

ラ
レ

ム

コ

ト
ヲ

県
当
局
ニ

申
請
ノ

件
〔
橘
樹
郡
大
綱
村
長
提
出
〕

三
　
汚
物
掃
除
監
視
吏
員
ノ

俸
給
額
ハ

之
ヲ

数
階
級
ニ

区
分
シ

県
下
一

般
ニ

通
ス

ル

モ

ノ

ト
為
ス

様
令
規
改
正
方
ヲ

県
当
局
ニ

申
請
ス

ル

件
〔
三
浦
郡

町
村
長
会
提
出
〕

四
　
田
租
第
一

期
ノ

納
期
限
「
其
ノ

年
十
二

月
十
六
日
ヨ

リ
翌
年
一

月
十
五

日
限
」
ト
ア
ル

ヲ

「
翌
年
一

月
一

日
ヨ

リ
同
一

月
末
日

限
」
ト
改
正
ス

ル

様
其
ノ

筋
ニ

意
見
上
申
ノ

件
〔
高
座
郡
大
沢
村
長
提
出
〕

五
　
恩
賜
財
団
済
生
会
救
療
費
ノ

制
限
額
〔
規
程
第
六
条
〕
ヲ

拡
張
シ

貧
民

患
者
ノ

医
療
救
護
ヲ

徹
底
セ

シ

ム

ル

様
改
正
方
ヲ

県
ニ

意
見
上

申
ノ

件

〔
高
座
郡
町
村
長
会
提
出
〕

外
ニ

高
座
郡
茅
ケ
崎
町
長
新
田
信
氏
提
案
ノ

町
村
長
吏
員
ヲ

優
遇
シ

且
ツ

相
互

救
済
ノ

実
ヲ

挙
ケ
以
テ
自
治
行
政
ノ

進
歩
発
達
ヲ

期
ス

ル

為
県
ノ

区
域
ヲ

単
位

ト
ス

ル

町
村
吏
員
共
済
会
ヲ

設
置
ス

ル

事
ハ

慎
重
調
査
攻
究
ヲ

要
ス

ル

モ

ノ
ト

シ

十
一

名
ノ

各
郡
常
任
幹
事
ニ

付
託
シ

調
査
ノ

結
査
報
告
ヲ

待
ツ

テ
可
否
ヲ

決

ス

ル

事
ト
為
リ

午
後
三
時
閉
会
　
当
日
松
原
内
務
部
長
臨
席
一

場
ノ

講
演
ア
リ
タ
リ

大
正
十
二

年
五
月
中
通
常
総
会
ノ

決
議
事
項
ノ

貫
徹
ヲ

期
ス

ル

為
神
奈
川
県
知

事
ニ

対
シ

上
申
書
ヲ

提
出
セ

リ

同
年
七
月
十
六
日
本
会
宣
言
ノ

趣
旨
ニ

基
キ

政
府
ノ

反
省
考
慮
ヲ

促
カ
ス

為
地

租
及
営
業
税
地
方
委
譲
ノ

件
ニ

付
左
ノ

委
員
ヲ

選
ヒ

内
務
大
蔵
両
省
及
各
政
党

本
部
ヲ

歴
訪
シ

テ
陳
情
ス

ル

ト
コ

ロ

ア
リ
タ
リ

金

子

賢
次
郎

早

川

義

雄

菅

沼

保
之
輔

後

藤

宗

七

小

林

五

助

安

西

福
太
郎

遠
藤

好
右
衛
門

田
野
倉

彦
太
郎

遠

藤

稲

作

金

子

角
之
助

長
谷
川

弥
三
郎

然
ル

ニ

其
ノ

後
加
藤
内
閣
ノ

総
辞
職
ニ

因
リ
後
継
内
閣
組
織
中
ニ

当
リ
九
月
一

日
ノ

大
震
災
ニ

逢
ヒ

翌
九
月
二

日
山
本
内
閣
ノ

成
立
ヲ

見
ル

ニ

至
リ
タ
ル

ト
雖

震
災
善
後
ノ

措
置
ニ

忙
殺
セ

ラ
レ

他
ヲ

省
ミ
ル

ノ

遑
ナ
ク
又
本
会
ト
シ

テ
モ

罹

災
町
村
及
罹
災
民
救
済
ノ

為
ニ

新
ナ
ル

活
動
ヲ

要
ス

ル

コ

ト
ヽ

ナ
リ
タ
ル

ヲ

以

テ
一

先
同
問
題
ニ

対
ス

ル

運
動
ヲ

中
止
ス

ル

ノ

止
ム

ナ
キ
ニ

至
リ
タ
リ

（
注
）
神
奈
川
県
町
村
長
会
「
大
正
十
二

年
度
会
務
報
告
」
の

抜
萃
。

（「
神
奈
川
県

全

国
町
村
長
会
議
書
類
」（
大
正
九
―
昭
和
九
年
）大
磯
町
役
場
蔵
）
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